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|，○少荊じの中でも､将来にわたり我が国の子供たちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保｡このことは､学校の■き方改革を推進し､学校教育の質も向上。
○ｽﾎｰﾂは､自発的な参画を通して｢楽しさ』『喜び』を感じることに本貫自己実現､活力ある社会と絆の強い社会■り｡部活動の意麟の継承｡発展､新しい極値の創出。
○地域の持続可能で多橡なスポーツ環境を一体的に整備し､子供たちの多様な体験機会を確保｡(ｽﾎｰﾂ団体等の組織化､指導者や施設の確保､複数種目等の活動も提供）

目
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○まずは､休日の運動部活動から段階的に地域移行していくことを基本とする
○目標時期：令和5年度の開始から3年後の令和7年度末を目途改

革
の
方
向
性

(合意形成や条 １

″

、

〆

だめ更に時間を要する堀合にも､地域の実惰等に応じ可能な限り早期の実現を目指す）

○零画璽璽璽蛎動璽埋樺移行は､できるところから取り組むことが考えられ､地域の実情に応じた休日の
噸移行の進捗状況等を検証し､更なる改革を推進

○地域におけるｽﾎｰﾂ機会の確保､生徒の多様なニーズに合った活動機会の充実等にも着実に取り組む
○地域のｽﾎｰﾂ団体等と学校との連挽･協働の推進

※改革を推進するための随択肢』を示し､『複数の道筋』脇ることや､『多橡餓方法』力筋ることを強く意識 ｡公的な支援
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摩刷=ﾂ握轆-:耀繍繍鰯認篝驚業人棚ﾝク ［学翌揖襲要鵬1．部活動の課題や留意事項等について通知､学習指導要領解説の見 ：
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直し､次期改訂時の見直しに向けた検討 ．
●

今

:…………二・.旦堅．. …。 ・ ~ 。｡……………･……｡…･…｡・ ・部活動等から伺える個性や意欲･能力を入試全体を通じ多面的に評価：

■ｽﾎｰﾂ漉段 1.学校体育施股活用に係る協議会の設置･ﾙｰﾙの策定 ・教師の採用で部活動指導の能力等を過度に評価していれば見直す§
●

●

・ ~ ・スポーツ団体等に管理を委託
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※画立願与極等崎､孝板等の実漏に応じ℃禰極的に取り組むことが蟹ましい。

欝繋鰻享囎溌職l醗ふ箪棚礎r酸喧蕊唾忠雄割自らの意思で選択している実態等があるが､各学校の実情に応じて改善に取り組むことが望ましい。 1※私立学校でも､学校等の実情に応じて適切職指導体制の構築I燕b組碇とi這乳氏



運動部活動の地域移行に関する検討会議提言(令和4年6月6日)の概要【各論】異
○地域における新たなスポーツ環境の在り方とその構築方法等（第Z章〕
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参加者 全ての希望する生徒を想定。

地域の実情に応じて､実施主体として多機なスポーツ団体等（総合型地域ｽﾎｰﾂｸﾗﾌやｽﾎｰﾂ少年団､ｸﾗﾌﾁｰﾑ､プロｽﾎｰﾂﾁｰ
ﾑ､民間事業者､ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌ､大学等）を想定しながら対応｡学校関係の組織｡団体（地域学校協働本部や保護者会等）も想定実施主体

Ｉ

特定の運動種目に専念する活動だけでなく､休日等におけるｽﾎｰﾂ体験教室や体験型ｷﾔﾝ式レクリエーション活動､複数の運動種目を
経験できる活動､障害の有無に関わらず誰もが参加できる活動など､生徒の状況に適した機会を確保｡適切な活動日数や活動時間とする

既存のｽﾎｰﾂ団体の施設や公共の運動施設の他､地域の中学校をはじめ学校の体育施設な勘鮒的に活用。

まずは休日について着実に進めた上で､次のステップとして平日に取り組むことを基本とする｡地域の実情等に応じて平日と休日を一体として
構築するなどもあり得る｡市町村において､地域ｽﾎｰﾂ担当部署や学校の設置･管理運営を担う担当部署､地域ｽﾎｰﾂ団体､学校等の
関係者からなる協議会を設置し､活動の実施主体やｽｹｼｭｰﾙなどを検討し実行。 ＜令和4年度から令和6年度の取組を例示＞

活動内容

’活動場所
‐羅溌鰯

構築方法等
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○国は各地方公共団体における取組の参考となるよう､連携や支援の在り方について先
進的に取り組んでいる事例をまとめ提供。

ろ韻挙圭を蔓職X鵺爺二，醐馨箇碇:愁垂葱茅葺あ誰葆やズボ基鵬麓秘…
(tom)助成を含めた多機な財源の確保による国の支擾も検討｡地域の実情に応
じた支援体制の整備。

熱懸鍾惑瀞聡職鯛､鰔溌 戚澗簿撰鰹鷺ﾉ鰯
｡どの地域においても､受け皿となるｽﾎｰﾂ団体等の整
備充実が必要だが鑓地域ｽﾎｰﾂ団体と中学校等との
連携が十分でないところが多い。

スポーツ団体等

の整備充実

（第3章）

○指導者資格の取得や研修の実施の促進｡]SPOは､競技団体等が主催する大会にお
いて､公認ｽﾎｰﾂ指導者資格の取得を義務付け。
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○部活動指導員の活用や､教師等による兼職兼業､企業･ｸﾗﾌチームや大学からの指
’ 導者の派遣､地域のｽﾎｰﾂ団体等と連携した人柳『ﾝｸの設置など｡指導者の確保

（適切な対価の支払い簿）のための国の支援方策の検討。
ご嘉菫昔撒赫角識鋳職義勤詳苛灘諾茄謙芸薗ほ群苛め蒟蒙と秘儀碗．
を周知するとともに､教育委員会は兼職兼業の運用に係る考え方等を整理。
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○学校体育施設の活用を促進するため､地方公共団体やｽﾎｰﾂ団体等が連絡･調整
するための協議会を設立し､利用ルール等の策定や､利用の翻り当ての調整を行う。

ろ葹霊莉甫あ捷磐挙稜あ員種軽微淀あ､放課後や休日の学校体育施設の管理を、
指定管理者制度を活用するなaﾉてスポーツ団体簿に婆託。

･専門性や資質を有する指導者の量を確保する必要が
ある。

スポーツ指導者のーフゴ臼琴訓

質･量の

確保方策
(第4章）

･教師等の中には専門的な知識や技量､指導経験が
あり､地域でのｽﾎｰﾂ指導を強く希望する者もいる。

｡公共スポーツ施設やｽﾎｰﾂ団体･民間事業者等が
有するｽﾎｰﾂ施設だけでは足りない地域も想定される。スポーツ施設の

確保方策

（第5章）
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・ｽﾎｰﾂ団体等が学校体育施設を利用する場合､施
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’ 求められる対応現状と課題

○令和5年度以降は､国は､地域のスポーツ団体簿も参加できる大会に対して､引き続
き支援｡地方公共団体においても支援の在り方を見直し。

○地域において､自分なりのペースでスポーツに親しみたい生徒や複数の運動種目を経験
できる活動に参加している生徒等の成果発表の場としてふさわしい大会を整備。

･大会の参加資格が学校単位に限定され､地域のス
ポーツ団体等の参加は認められていないものがある。

し

･中体連と競技団体が主催する全国大会が併存。
全国大会ではより上を目指そうとして練習の長時間

化･過剥上による怪我や故障鯨行き過ぎた指導等を
招いている。

大会の在り方

（第6章）
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○生徒の心身の負担や保護者の金銭負担が過重にならないよう､国からｽﾎｰﾂ団体等に
対し､全国大会の開催回数の箱選を要請｡ｽﾎｰﾂﾎﾗﾝﾃｨｱの活用。
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○大会運営は主催者である団体等の職員により担われるべきであり､国から団体等に対し、
大会運営体制について適切に見直すことを要請。

吟一一一一一一一一一一－一一一一一一~一一つ今一一一一－－－－一一一一一一一一一ロー一年ローヰーーー争一一一今口ー一一一一一一一一一一一一草一一一一一一ローーロつ‐~ー≠ー今一一一一一一一一一一申一一一一一一一一口一一一一一一一一一一一ー一一一‐■

○学校施設の低額での貸与な馳方公共団体や国からの支援､地元企業の施設の
利用や用具の寄付等の支援。
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○例えば地方公共団体における困窮する家庭へのスポーツに係る費用の補助や､地元
企業からの寄附等による基金の創設などの取組に関し､国による支授方策も検討。
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○国は､]SPOや各競技団体を通じて､地域のｽﾎｰﾂ団体等に対して､指導者や会員の
保険加入を強く促す。
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○スポーツ安全保険について､災害共済給付と同程度の補償となるよう､国からスポーツ
安全協会に補償内容の充実を要請。
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○学習指導要領：部活動の課題や留意事項等について通知･学習指導要領総則解説
編に明記｡次期改訂時（注：前回は平成29年に改訂）に､学校は､地域で行われ

･休日の大会参加の引率に負担を感じている教師も
いる｡大会運営の多くを教師が担っている実態がある。

･地域ｽﾎｰﾂに支払う会費が保護者にとって大きな負
担となると鴎膳する恐れ。

会費の在り方

（第7章）
･経済的に困窮する家庭においては会費を支払うことが
難しい。

･地域移行後も安心して地域でｽﾎｰﾂ活動に参加で

きるよう､生徒や指導者が怪我等をしても十分な補償
を受けられるようにする必要がある。

保険の在り方

（第8章）

るスポーツ団体等と連携･協働を深めることを規定することなどの見直しを検討。
三名＝＝ニーーーーーー苧アーーーー－－－－一－－－－－－‐一つ‐‐一一一‐一一一一一一つ一一ー一ーー－－‐一一一一一一一一‐｡一一‐一口一一一一ローーーーーーーローーーー●一一一一一一一か‐‐一口一一一心一一ーq■ー一一つ幸一一－一ーローーーー

高校入試：部活動の活動歴や大会成績のみではなく､部活動からうかがえる生徒の
個性や意欲､憐力について､調査書のみならず生徒による自己評価資料､面接や小論
文など入試全体を通じて多面的に評価。
■■－－一一－一一一一一一一一－一一一一一一口‐一一一一‐ー‐一一一q■‐‐口一一一一一一~今一◇一一一一一一一一一一一口一｡‐一色一一一一一一一一一一今一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一‐一一一一‐一－一一

教獅の採用：部活動指導に係る意欲や能力等について､採用選考にあたり評価したり
人事配置において過度に評債していることがあれば､適切に見直し。

･学校で運動部活動が運営され､教師が顧問となって
指導を担うことが前提となっている関連諸制度について、

地域でｽﾎｰﾂ活動に参加する生徒が増えていく状況
にふさわしし吃のに､見直していく必要がある。

厄一関連諸制度等

の在り方

（第9章）

※地域移行が進められている間の学校における運動部活動の見直し（第10章）

運動部活動の地域移行を段階的に進めつつも､現在行われている学校の運動部活動についても､引き続き速やかな改革が求められる。
（誰もが参加しやすい活動､複数の活動を経験できる活動日数や時間､指導体制の見直し､地域ｽﾎｰﾂ団体等との連携･協働）
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